
新型コロナウイルス感染症に対する診察・検査を希望される患者さまへ 
令和５年５月８日以降、当該疾患に対する当院での対応が変更となっておりますので以下にお知らせします。 

●咳や熱などの症状がある方● 

当院では検査にかかる時間やその後の診察を勘案し、受付は午前１０時までとなります。 

また新型コロナウイルス感染症に対する検査は、医師が必要と判断した場合のみとなります。 

患者さまの希望がありましても希望に添えず、検査を実施しないケースもあります、あらかじめご了承願います。 

※診察希望の方が多数の場合は診察に制限がかかることがございます。 

●濃厚接触など無症状であるが感染が不安な方● 

現在公費負担もなくなり、無症状であれば保険適用もございません。薬局等で販売されている検査キットを自身で購入 

いただき検査いただく形となります。５月８日以降、新型コロナウイルス陽性者への法律に基づく外出自粛は求められません。 

検査日から５日間、外出を控えることが推奨されております。 

●診断書について●  

新型コロナウイルス感染患者の外出・勤務自粛については、厚生労働省より「事業者におかれても、個人の主体的な判断を 

尊重されるよう、ご配慮お願いします」との文言が出されており、診断書の提出は必ずしも必要ではありません。 

 

 

【５類移行に関する厚生労働省のホームページ】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html  
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